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午後３時００分開会 

○教育長 それでは、定刻になりましたので、ただ

いまから本年第５回足立区教育委員会定例会を開

会いたします。 

 本日の出席委員は全員であります。よって会議

は成立いたします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 初めに、会議録署名委員の指名をいたし

ます。 

 本日の会議録署名委員に花岡委員、桑原委員を

指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 それでは日程第１、第５６号議案を議題

といたします。 

 庶務係長。 

○庶務係長 日程第１、第５６号議案 足立区立校

外施設条例の一部を改正する条例について。 

 以上。 

○教育長 第５６号議案について、宮本学校教育部

長から説明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の３ページ、第５６号

議案説明資料に基づきまして説明させていただき

ます。 

件名、所管部課名は記載のとおりでございま

す。 

  改正理由でございますが、指定管理者の業務が

適正に実施されているかを評価するために、教育

委員会の附属機関といたしまして、校外施設指定

管理者評価委員会を設置する規定を条例に盛り込

むものでございます。 

  改正内容につきましては、資料４ページの新旧

対照表をご覧ください。 

  第１４条の２を新たに設けます。第２項にあり

ますとおり、この評価委員会は、評価に関し優れ

た識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱

又は任命する委員６人以内で組織するとしており

ます。 

  施行期日は、平成２８年４月１日。委員報酬は

日額２１，０００円でございます。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。これより本案

の審議に入ります。第５６号議案についてご質問、

ご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。 

小川正人委員。 

○小川（正）委員 質問というよりも確認です。今

回、足立区立校外施設条例の一部を改正して、条

例の中で評価委員会を設置すると思うのですけれ

ども、従来にも指定管理者の業務を評価する委員

会はあったのですよね。あったのだけれども、そ

れはいわゆる要綱でもって定められていて、従来

からある要綱行政というのは、とかく批判され、

なかなか区民からは見えにくいということで、で

きる限り要綱の規定を、議会が関与できるような

形で、条例で規定しますという趣旨ということで

理解してよろしいのですよね。 

○教育長 学務課長。 

○学務課長 今まで、指定管理者の評価は中小企業

診断士と学務課で、要綱の中でやっておりました。

今回、全庁的に評価委員会を条例設置するという

ことで、正式に６名以内の評価委員会を設置する

と条例に提案させていただきました。 

○教育長 小川正人委員のおっしゃるとおりですね。 

○小川（正）委員 わかりました。 

○教育長 ほかはいかがですか。 

  ないようですので、これより第５６号議案 足

立区立校外施設条例の一部を改正する条例につい
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て採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、本案は原案のと

おり議決することといたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に、日程第２、第５７号議案を議題と

いたします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第２、第５７号議案 「足立区教

育委員会教育長の給料等に関する条例を廃止する

条例」に関する教育委員会の意見について。 

  以上。 

○教育長 第５７号議案について、宮本学校教育部

長から説明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元の資料６ページ、第５７号

議案説明資料に基づきまして説明させていただき

ます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございま

す。 

  条例を廃止する理由でございますが、新教育長

の給料等につきましては、「足立区長等の給料等

に関する条例」で規定されましたが、この３月

３１日をもって前教育長が退職し、「足立区教育

委員会教育長の給料等に関する条例」の適用対象

者がいなくなったためでございます。 

  条例の廃止に当たりまして、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき

まして、足立区長から意見を求められているもの

でございます。 

  施行期日は、条例公布の日としております。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。それでは本案

の審議に入ります。第５７号議案について、ご質

問、ご意見をお願いいたします。いかがでしょう

か。ございませんか。 

（なし） 

  ないようですので、これより第５７号議案 

「足立区教育委員会教育長の給料等に関する条例

を廃止する条例」に関する教育委員会の意見につ

いて採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に日程第３、第５８号議案を議題とい

たします。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第３、第５８号議案 足立区教育

委員会教育長の事業及び事務従事について。 

  以上。 

○教育長 第５８号議案について、宮本学校教育部

長から説明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 お手元資料の８ページ、第５８号

議案説明資料に基づきまして説明させていただき

ます。 

  件名、所管部課名は記載のとおりでございま

す。 

  教育長に対しまして、３件の講師依頼がござい

ました。講師依頼の内容につきましては、２の

「従事内容等」に記載のとおりでございます。従

事日が勤務日に当たる場合は、年次休暇を取得し

て対応する予定でございます。この講師依頼に応
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じるに当たりまして、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１１条第７項の規定に基づきま

して、教育委員会の許可を受ける必要がございま

すので、本議案を提案させていただいております。 

  説明は以上でございます。 

○教育長  それでは本案の審議に入ります。第

５８号議案について、ご質問、ご意見をお願いい

たします。ご質疑ございませんか。 

（なし） 

  ないようですので、これより第５８号議案 足

立区教育委員会教育長の事業及び事務従事につい

て採決いたします。 

  本案は原案のとおり許可することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本案は原案のとお

り議決することにいたします。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長 次に日程第４から日程第１１、受理番号

２から受理番号９の陳情を議題といたします。 

  中学校用教科書の採択に関する陳情ですので、

一括して議題といたしたいと思います。 

  庶務係長。 

○庶務係長 日程第４、受理番号２ ２０１６年度

から使用する中学校教科書採択についての陳情、

日程第５、受理番号３ ２０１６年度より使用す

る中学校教科書採択についての陳情、日程第６、

受理番号４ ２０１６年度より使用する中学校教

科書採択についての陳情、日程第７、受理番号

５ 陳情書、日程第８、受理番号６ 陳情書、日

程第９、受理番号７ ２０１６年度より使用する

中学校教科書採択についての陳情、日程第１０、

受理番号８ ２０１６年度より使用する中学校教

科書採択についての陳情、日程第１１、受理番号

９ 教育基本法・学習指導要領の目標を達成する

ため、 も適した教科書の採択を求める陳情。 

  以上。 

○教育長 受理番号２から９の陳情につきましては、

宮本学校教育部長より説明をお願いします。 

  学校教育部長。 

○学校教育部長 陳情につきましてはお手元資料、

請願文書表として別冊になっているものが内容と

なります。いずれも中学校教科書採択についての

陳情であります。共通内容につきましては、一括

してご説明申し上げますが、それぞれの陳情で個

別の陳情事項がある場合は、その都度ご説明させ

ていただきます。 

  説明資料は９ページから１４ページまでとなり

ます。 

  件名はそれぞれ記載のとおりでございます。 

  所管部課は、いずれも学校教育部教育指導室に

なります。 

  それではまず、９ページ、受理番号２の陳情に

つきましてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、教員の閲覧時間、

検討時間を保障する。教科書展示会の区民周知と

展示会場や展示時間を増やす。日本国憲法を基準

に採択する。ドイツのあり方を参考にするなどで

ございます。 

  内容及び経過でございますが、学校教育法の改

正及び学習指導要領全面改訂に伴いまして、その

趣旨を十分に踏まえるとともに、地域の実情に

も適した教科書を採択するとされております。 

  中学校は、平成２８年度から３１年度まで新た

な教科書を使用することになります。 

  次に採択の手順でございますが、本年４月３日

に教育長決定いたしました採択要綱に基づきまし

て調査項目を決定し、（２）に記載の教科用図書

研究会の調査・研究、（４）に記載の教科用図書

調査委員会の調査、（５）に記載の教科用図書選
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定委員会の検討を経まして、 終的に（６）に記

載の教育委員会において採択していただくことに

なります。 

  次に展示会についてでございますが、区内３会

場で開催いたしますが、『あだち広報』、区ホー

ムページに掲載するほか、小・中学校保護者あて

にチラシを配付して周知いたします。 

  次に受理番号３と４の陳情につきましては、資

料の１０ページに基づいてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、中学生によりよい

教科書を手渡すために、戦争を肯定し、憲法を軽

視する教科書を手渡すことをやめてほしいという

ものでございます。 

  内容及び経過につきましては、今ご説明いたし

ました内容と重複いたしますので、説明は割愛さ

せていただきます。 

  次に受理番号５の陳情につきましては、資料の

１１ページに基づいてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、教科書の展示会場

を増やし、江北センターでも展示してほしい。ま

た、展示日数を増やし、展示時間は会場が閉まる

までとしてほしいなどでございます。 

  内容及び経過でございますが、教科書展示会

は 、 法 定 展 示 期 間 で あ る ６ 月 １ ９ 日 か ら の

１４日間に加えまして、東京都教科書展示会実施

要綱で定める特別展示期間として６月９日からの

１０日間、あわせて２４日間といたします。また、

展示は都の要綱で定められた時間を２時間延長す

るとともに、会場を区内３会場に増やして展示い

たします。 

  次に受理番号６と７の陳情につきましては、資

料の１２ページに基づいてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、中学生に日本国憲

法と足立区平和と安全の都市宣言にふさわしい教

科書を手渡すために、教科書展示会場をふやし、

夜間でも閲覧できるようにする。区民の意見を教

育委員会の審議に生かされるようにする。教員の

閲覧時間、検討時間を確保する。教科書採択の際

には区民の意見、教科用図書選定委員会、教科用

図書調査委員会等の意見、日本国憲法と足立区平

和と安全の都市宣言の精神を十分に考慮するなど

でございます。 

  内容及び経過につきましては、先ほどの陳情と

重複いたしますので、説明は割愛させていただき

ます。 

  次に受理番号８の陳情につきましては、資料の

１３ページに基づきましてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、中学生に足立区平

和と安全の都市宣言にふさわしい、よりよい教科

書を採択してほしいというものでございます。 

  内容及び経過につきましては、同様ですので説

明は割愛させていただきます。 

  後に受理番号９の陳情につきましては、資料

の１４ページに基づきましてご説明申し上げます。 

  陳情の要旨につきましては、公正かつ適切な教

科書採択が行われるよう、子どもたちが我が国の

誇り、愛国心を持てる表記・内容になっている。

政府見解を反映した表記・内容になっている。調

査研究する調査委員は、国旗・国家に反対する左

翼思想・自虐史観に染まっている組合に加入して

いる教員に任せない。教育委員会の責任で採択す

る。根拠のない南京虐殺事件が取り上げられてい

ない教科書を採択する。通州事件が詳述されてい

る教科書を採択する。見栄えや体裁ではなく内容

で採択する。国内外からの政治的圧力などに配慮

した教科書を採択しないなどでございます。 

  内容及び経過につきましては、ほかの陳情と重

複いたしますので、説明は割愛させていただきま

す。 

  説明は以上でございます。 

○教育長 ありがとうございました。これより本陳

情の審議に入ります。陳情についてご意見、ご質
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問がありましたら発言をお願いいたします。 

小川正人委員。 

○小川（正）委員 １点だけ少し説明をいただきた

いのですが、受理番号５の中に、教科書の展示会

場をもっと増やしてほしいと。特に、具体的な名

称で江北センターでも展示してほしいということ

があるのですけれども、教育委員会とすれば、今

回は展示会場を３会場に増やすということで、こ

の陳情の趣旨には対応できていると思うのですが、

増やした３会場にアクセスする際に江北地区の

方々が特に不便だという状況があるのでしょうか。 

○教育長 教育指導室長。 

○教育指導室長 江北センターにということですけ

れども、江北地区であれば、西新井のこども支援

センターげんきの会場になるかと思います。 

○小川（正）委員 特に不便だという事情はないわ

けですね。 

○教育長 教育指導室長。 

○教育指導室長 非常に広い区ですけれども、江北

からはバス等で西新井に出ることは十分可能と考

えております。 

○教育長 ほかにいかがですか。 

  採択、不採択のご意見もいただきたいと思いま

す。 

小川正人委員。 

○小川（正）委員 陳情全体を見ますと、先ほど説

明があったように、全体を通じて教科書採択の手

続き、プロセスを公平・的確に、そして透明度の

高いように進めてほしいという趣旨かと思います。

その点については、私たちは去年の小学校の教科

書採択をする際にも、当然、日本国憲法、教育基

本法、学校教育基本法など、そして、それに基づ

く学習指導要領等をベースとして区としても調査

項目を１０幾つですかね、かなり詳細な調査項目

を設定し、その調査項目をベースにして、３段階

の教科書を調査研究する組織に詳細な調査研究を

委託し、そこから上がってきたデータをベースに

しながら 終的に教育委員会が、開かれた教育委

員会の定例会の場でしっかり審議して、 終的に

多数決で決定するという手続きを採っていますし、

なおかつ、教科書展示場に足を運んだ区民や教師

等々の意見等も教育委員会の方に集約していただ

いて、私たちも事前にそうした区民々から寄せら

れた意見をしっかり読んだ上で、 終的には私た

ちがつくった調査項目の内容に即して、政治的な

立場や内容ではなくて、教育的に見て適正である

のか、公平であるのか、そうした教育の知見を踏

まえて、 終的には１人１人の教育委員の責任で

判断して、多数決で決めております。 

  ですから、この陳情の基本的な趣旨である採択

が適正・公平、透明度の高い中でやってほしいと

いう趣旨は、今の私たちの教科書採択の手続きで

は十分満たされていると考えています。 

  ですから、基本的にはこの教育委員会の採択、

不採択の理由というのは、既に区としてやってい

ることについての確認を求めるような陳情につい

ては、不採択というルールですので、基本的に私

は不採択、つまりそういう趣旨を十分私たちは踏

まえてやってきましたし、これからもやるという

ことをお話しして、不採択でよろしいのではない

かなと思います。 

○教育長 ありがとうございました。他の委員、い

かがですか。 

小川清美委員。 

○小川（清）委員 今、小川正人委員がおっしゃい

ましたけれども、当然のことながら公平に、去年

と同じように、今年の中学校の教科書採択に当た

りたいと思っております。ですから、今回、この

陳情をいただいたわけですが、そのとおりという

か、もう既に内容及び経過のところに書かれてい

るようにやっていきますので、陳情は不採択とい

うことになりますよね。 
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○教育長 花岡委員、お願いします。 

○花岡委員 先ほども説明がありましたが、学校教

育基本法、それから学習指導要領等に基づいて、

その趣旨を十分踏まえて、また地域の実情に も

適した教科書採択ということで、小学校の教科書

採択も同様に行ってきましたので、中学校におい

ても公正かつ適切な教科書を採択していきたいと

いう思いでいます。 

  それから展示会場、また時間帯についても区の

ほうで努力して増やしておりますので、それにつ

いても良いと思います。そういう意味で、不採択

でいいのではないかと思います。 

○教育長 桑原委員、お願いします。 

○桑原委員 私も、お三方の委員の意見と同じです。

教科書採択につきましては昨年の小学校のときに、

保護者の立場ということで拝見しましたし、調査

委員会、選定委員会のご意見、そして教科書を実

際に拝見したという方のアンケートなどのご意見

等も鑑みまして、自分なりにこの教科書がいいと

いう考えで小学校の教科書を選びました。今回、

中学校の教科書も同じように、先ほど来、お三方

がおっしゃっているとおり公平・適切な教科書を

選ぶということで、私もそうしていきたいと思っ

ております。 

  ですから、ほかの委員と同じ不採択でいいので

はないかと思います。 

○教育長 ありがとうございました。公正かつ適切

な採択を行っていくという意味で、今回の陳情に

ついては採択するまでもない、不採択というご意

見だったようです。 

  採決に移らせていただいてよろしいでしょう

か。 

  それでは、本陳情を不採択とすることに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって本陳情につきまし

ては不採択といたします。ただし、不採択の理由

については、前回もそうでしたけれどもきちんと

説明するということを条件にしたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  ありがとうございました。 

 

―――――――――◇―――――――― 

 

○教育長  次に日程第１２ 教育長報告を議題と

いたします。 

  今回の地教行法の改正の中で、教育委員会規則

に定めるところにより、教育委員会から教育長に

委任された事務の管理及び執行状況の報告が義務

づけられております。今回は各担当から報告させ

ていただきます。 

  まず、①について杉岡教育政策課長、お願いし

ます。 

  教育政策課長。 

○教育政策課長 お手元の資料の１５ページをお願

いいたします。足立区立中学校における物損事故

に関する損害賠償についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  標記の損害額について示談が成立いたしました

ので、ご報告申し上げる次第でございます。 

  １番から３番までは記載のとおりでございま

す。 

  ４番の事故の内容でございますけれども、中学

校校庭における体育の授業で、試合形式でソフト

ボールを行っていたところ、生徒の打った打球が

防球ネットを飛び越えまして、相手方の所有する

家屋の窓ガラスに当たり、破損したという内容で

ございます。 

  ５番、示談の成立日は、平成２７年４月２７日

でございます。 

  示談の成立日は以上でございますけれども、事
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故発生におきまして、直ちに学校側で相手方に丁

寧におわび、謝罪を申し上げまして、相手方の被

害に関しましては、窓ガラスの修理代として

１４，２５６円を支払うということでご了承いた

だきまして、示談が成立したものでございます。 

  問題点・今後の方針でございます。１点目は、

本件につきましては、全額特別区自治体総合賠償

責任保険の対象となりますので、速やかに保険金

請求手続をさせていただきます。 

  ２点目でございますけれども、事故再発防止の

ため、防球ネットの高さを現在の６メートルから

１２メートルへかさ上げするという工事を速やか

に進めさせていただきます。 

  私からは以上でございます。 

○教育長 次に②、③について、太田学校適正配置

担当課長よりお願いします。 

  学校適正配置担当課長。 

○学校適正配置担当課長 資料は１６ページになり

ます。件名が足立区立小・中学校の適正規模・適

正配置の進捗状況についてでございます。 

  現在、上沼田中学校と江北中学校の統合地域協

議会を開催しており、統合新校の校名の募集作業

を行っている段階です。募集期間が４月３０日か

ら６月５日までということで、記載のとおりの募

集方法になってございます。 

  こちらにつきましては、７月中旬ぐらいまでに

校名の 終選考、８月上旬には校名の決定を予定

してございます。 

  今後の方針ですが、統合に向けた様々な課題に

ついては、引き続き具体的な検討を地域協議会で

行っていくという状況でございます。 

  引き続きまして１７ページ、③小学校統廃合計

画決定無効確認等請求事件の判決についてという

ことで、所管部課名は記載のとおりでございます。 

  昨日ですが、東京地裁で、旧千寿第五小学校と

旧五反野小学校の統合に際し、保護者ら２５名か

ら無効確認等の訴えの提起が出ておりました裁判

の判決が言い渡されましたので、そのご報告にな

ります。 

  １番の判決の内容ですが、（１）が足立区教育

委員会に対するものに係る部分を却下するという

ことで、教育委員会は被告適格を有しないという

ことで却下という形になりました。 

  （２）で原告らの請求をいずれも棄却するとい

うことで、要件はあるのですが請求の理由はなし

ということで棄却するという形になります。 

  （３）で訴訟費用は原告らの負担とするという

判決の内容になってございます。 

  ２番については記載のとおりでございます。 

  今後の方針ですが、区の主張がほぼ認められた

形になっております。今後、相手方が控訴するか

どうか、まだ不明のため動向を注視してまいりた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○教育長 次に④、⑤について、望月学務課長、お

願いします。 

  学務課長。 

○学務課長 資料１８、１９ページでございます。

小学校通学路への防犯カメラの設置について。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  昨年度から、区では東京都の通学路防犯設備整

備補助金を活用して、小学校の通学路に防犯カメ

ラの設置を開始しております。平成３０年までに

全校に設置する予定です。 

  この事業は、昨年は危機管理室で担当しました

が、今年から学務課が担当してまいります。 

  １番、設置予定校ということで、記載のとお

り 区 内 の 警 察 、 学 校 数 を 勘 案 し て 、 今 年 度

１７校に設置してまいります。 

  ２番、設置台数は１校当たり５台でございま

す。 

  ３番、東京都の整備補助金の補助内容というこ
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とで、防犯カメラの整備に係る経費２分の１、

１台上限１９万円を東京都が補助します。小学校

１校当たり５台を目安として、維持管理費用を除

いて補助があります。 

  ４番、区負担額ということで、設置費用が

１，６１５万円、平成２６年設置分の維持管理費

用が９２６，０００円でございます。 

  ５番、設置スケジュール。記載のとおり平成

２８年３月までに設置を完了する予定でございま

す。 

  １９ページ、６番です。平成２８年度以降の設

置校の決定方法は、学務課、危機管理室、警察で

協議して、必要性が高いと判断する順に設置校を

決定してまいります。 

  ７番、平成２６年度既に設置した学校が８校あ

ります。記載のとおりでございます。 

続きまして、２０ページをご覧ください。件名、

足立区育英資金奨学生の募集についてということ

で、所管部課名は記載のとおりです。 

今年度、特に違う点は、来年度の入学する生徒、

そして在学する生徒に対するいわゆる予約募集を

春と秋、２回実施します。 

１番、緊急募集。これは 近続けているもので、

後期の授業料からの貸し付けを希望する生徒の募

集でございます。募集期間、応募資格、募集人員、

貸付期間は記載のとおりでございます。 

  ２番、予約募集。これが先ほど申し上げた

２８年度進学、在学により入学資金または修学資

金の貸し付けを希望する奨学生を募集する事業で

ございます。春の募集、秋の募集、記載のとおり

に実施してまいります。 

  ３番、周知方法。（１）から（３）まで様々な

形で周知をしてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○教育長 次に⑥について、浮津教育指導室長、お

願いします。 

  教育指導室長。 

○教育指導室長 それでは２１ページをご覧くださ

い。件名、所管部課名については記載のとおりで

す。 

  ４月の学校事故報告ということで、管理下、小

学校２件、管理外での事故４件、合計６件となっ

ております。 

  事故内容です。交通事故、これについては全て

管理外ということで４件、自転車が２件、飛び出

し、または横断歩道のない横断中ということです。 

  ４月に受けておりますが、この４件に関しては

春休み中の事故となります。 

  ２件については管理下です。１件、組体操での

練習中のけがで骨折、もう１件は休み時間中にふ

ざけてトイレに入った際に、便座カバーのストッ

パーで太ももをけがする。このけがについては、

その後すぐにカバーを設置して安全の配慮に努め

ているところでございます。 

  各学校への事故防止について、交通事故の防止

については、毎月安全指導等でさらに徹底をして

まいりたいと思います。授業中、休み時間等につ

いても、担任等が丁寧な指導をして再発の防止に

努めたいと思います。 

  私からは以上です。 

○教育長 ⑦について、山根子ども家庭課長、お願

いします。 

  子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長 ２３ページをお開きいただき、

私からは待機児ゼロ対策担当課の設置についてご

説明をさせていただきます。 

  所管部課名は標記のとおりでございます。 

  子ども家庭部では、早期の待機児対策を図るた

めに、平成２７年５月１日付で以下のとおりの組

織を設置いたしましたので報告いたします。 

  組織の名称でございますが、待機児ゼロ対策担

当課、それから待機児ゼロ対策担当係ということ
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で、課長１名、担当係長１名、主事１名の常勤職

員３名で構成いたしました。 

  分掌事務ですけれども３つございます。保育施

設の整備計画に関すること。保育施設等の整備及

び利用促進に関すること。それから、その他待機

児の解消の対策に関することということで分掌し

てまいります。 

  設置の理由でございますが、平成２７年３月に

策定いたしました子ども・子育て支援計画の５年

計画の中での待機児解消を前倒しいたしまして、

できる限り早急に待機児ゼロを目指していくとい

うことで、専管組織を組織いたしました。 

  今後の方針でございますが、アクションプラン

の平成２７年度版の改定を進めて、待機児ゼロを

目指してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○教育長 次に⑧から⑩について、小山子ども・子

育て支援課長、お願いします。 

  子ども・子育て支援課長。 

○子ども・子育て支援課長 それでは２４ページを

ご覧ください。件名、保育料算定誤りによる誤徴

収についてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  内容ですが、平成２６年度の保育料を誤って決

定し、実際の保育料よりも低い金額で徴収してい

た事故が発生したため、その経緯と対応について

報告いたします。 

  １番、事故の内容でございますが、発見の経緯

につきましては、平成２７年度の保育料算定業務

を行っていた 中、昨年度と比べて保育料が大き

く増加している世帯を発見しました。そちらを確

認したところ、平成２６年度分保育料の算定誤り

に気づいたところでございます。 

  徴収不足額でございますが、平成２６年４月か

ら平成２７年３月までの１２カ月分、トータル

２００，４００円でございます。 

  誤徴収の原因ですけれども、この対象世帯１世

帯の収入算定におきまして、祖父母の収入を加え

ていなかったことにより本来の保育料よりも低額

に決定してしまっていたことが原因でございます。 

  経過と今後の対応ですが、まず（１）、発見当

日につきましては、対象者に電話でおわび申し上

げてございます。この後、本人のご自宅に直接訪

問して、直接謝罪を申し上げてございます。 

  （２）、ほかに同様の事故がないか全件調査し

たところ、ほかに誤りがないことを確認してござ

います。 

  （３）、再発防止に向けてですが、今回この

ミスを行ったことにつきましては、入力及び入力

後のチェック、ダブルチェックをかけていたとこ

ろでございますが、対応した職員が双方とも経験

が浅い職員であったことを踏まえ、２回目の確認

作業につきましては、保育料算定業務を１年以上

経験した職員を必ず加えることによってチェック

を徹底してまいります。 

  今後の方針です。差額の保育料については分納

をお願いするなど、対象世帯において負担が生じ

ないような収納を求めてまいりたいと考えてござ

います。 

  続いて２５ページをご覧ください。５月保育施

設入所申請児童の審査漏れについてでございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  ５月入所審査におきまして、足立区外の自治体

からの区内保育施設に入所申請していた児童、い

わゆる受託児童なのですけれども、こちらが審査

対象から外れる事故が発生していたため、報告い

たします。 

  事故の内容でございますけれども、１番、５月

１日、５月入所において入所待機と決定になった

児童の保護者から待機順位に関する問い合わせが

ございました。確認したところ審査票に記載され

ていなかったということが判明したものでござい
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ます。 

２番、審査対象から漏れた人数でございますが、

計６名でございます。うち２名につきましては、

審査票に載っていれば希望保育所への入所が可能

であった、ともに３歳児でございます。 

  経過については記載のとおりでございます。な

お、確認当日において入所可能だった２名につき

ましては、即日、対象の保育園と協議を行いまし

て、入所の措置を決定させていただいてございま

す。 

  原因ですけれども、システム改修を行ったこ

とによるものでございます。こちらは、保育料

の徴収ですけれども、旧制度におきましては住ん

でいる自治体で徴収することが一律で決まってい

ましたが、４月以降の新制度におきまして、住ん

でいる自治体、もしくは保育園が所在している自

治体、どちらでも徴収が可能になったことに伴い

まして、その項目を入れ替えの際に設定したとこ

ろでございます。 

  そのシステム改修におきまして、審査帳票に対

して予期しない、対象児童から除外されてしまっ

たシステム上のミスが今回の事故の原因でござい

ます。 

  ２６ページでございます。５番、現在の対応で

ございますけれども、（１）、まず６名以外につ

きましては漏れがないことを確認してございます。

先ほどお話ししたところでございますが、５月入

所が可能だった２名につきましては、５月１日か

らの入所を決定してございます。 

  （２）システムでございますが、こちらに課題

があったものでございますので、次回の審査まで

に改修されるということでございます。 

  再発防止につきましては、システム事業者にシ

ステム改修したときの影響範囲、どのような帳票

に対してどのような影響が及ぶかの確認を徹底さ

せる。私どもにつきましても検証作業をしっかり

してまいりたいというところでございます。 

  １つ課題としては、新制度施行に伴う短い期間

でのシステム開発であった。このようなことも

１つの原因と考えてございます。 

  今後の方針でございますが、希望保育所への入

所を決定した２名のうち１名につきましては、

５月１日入所がかなわなかったものと判断されて、

認証保育所を自分で探されており、そちらに対す

る５月分の保育料等を実費で払われてございます。

こちらにつきましては、保育園から本件対象者へ

の返還がかなわないということもございますので、

区が負担するような方向で対応してまいりたいと

考えてございます。具体的な対応方法につきまし

ては、現在検討を進めているところでございます。 

  ２７ページでございます。認証保育所保育料に

おける新たな助成の実施についてございます。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  認証保育所の保育料ですが、認可よりは高くな

ってございます。その中で年齢区分に応じた一律

の助成を行ってきたところでございます。 

  保育料が比較的低額な認証保育所であっても、

認可保育所との間には１万円から２万円程度の差

が生じてございます。そのような状況においては、

低所得の方におきましてはなかなか認証保育所を

選択することは困難な状況となっていることが事

実ございます。 

  そこでこれまで行ってきた助成に加えて、所得

に応じた助成を新たに実施したい、このような内

容でございます。 

  記載の１番でございます。新たな助成制度の概

要でございますが、従来の年齢区分に応じた一律

の助成に上乗せして、低所得者を対象とした助成

を実施いたします。 

  ２番でございます。新たな助成対象でございま

すが、２８ページの上のほうをご覧いただきたい

と思いますけれども、区民税所得割額及び保育園
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の契約、契約保育料に応じて２万円から６千円、

こちらの段階区分に応じた助成を実施してまいり

ます。 

  元に戻りますけれども、２７ページ、適用開始

日につきましては、平成２７年４月１日と考えて

ございます。新たな助成につきましては、４月に

遡及して７月分以降の保育料で調整してまいりま

す。 

  ５番、今後の予定については記載のとおりでご

ざいます。 

  今後の方針でございますが、事業者及び保護者

につきましては、丁寧にこの新制度についての周

知・案内を図ってまいり、活用いただくことにつ

いて漏れのないように対応してまいりたいと考え

てございます。 

  私からは以上でございます。 

○教育長 ただいま各所管から報告事項がございま

した。これらの件につきまして、各委員からご意

見、ご質問がありましたらお願いいたします。い

かがでしょうか。 

  小川清美委員。 

○小川（清）委員 要望です。待機児ゼロ対策担当

課ができまして、分掌事務が３個、２３ページに

挙がっています。 

  ここには書かれていないのですが、単にゼロに

するのではなくて、ちゃんと保育の質を考えた適

正な、「子どもにとっての 善の利益」というの

がうたわれていますので、施設整備計画等計画し

ていってほしいなと、要望でございます。 

○教育長 子ども家庭部長 

○子ども家庭部長 私どものほうも数だけではなく

て、質の問題も非常に大きな問題と考えておりま

す。特に新しくできたところへの指導等しっかり

やっていきたいと考えてございますので、よろし

くお願いいたします。 

○教育長 ほかにいかがでしょうか。 

  桑原委員。 

○桑原委員 足立区の中学校における物損事故に関

する損害賠償についてということで、先ほど事故

の再発防止のために防球ネットの高さを６メート

ルから倍の１２メートルにかさ上げするというお

話だったのですが、ほかの小・中学校ではそうい

うところはないのでしょうか。 

○教育長 学校改築担当課長。 

○学校改築担当課長 学校について、周辺の状況に

よっても違いますが、低いところであって苦情が

あったり、ボールが飛んだりしてかさ上げする状

況はございます。もちろん新築の学校などでは、

一般的に小学校だと１０メートル程度、中学校だ

と１２メートル程度の防球ネットということです。 

○教育長 よろしいですか。 

  花岡委員。 

○花岡委員 今のに付随して要望ですが、６メート

ルから１２メートルにかさ上げすると。これ予算

がかかるもので、現場の指導の工夫、要するにソ

フトボールをやる上での、ホームベースの位置や

打つ場所だとか、そういうところを事例を挙げて、

校長会等で徹底をしていかなければいけないので

はないか。これは新聞報道がされて、サッカーか

何かをやって路上にボールが出て、バイクに乗っ

たお年寄りがボールを避けようとして転倒し、そ

の影響かどうかわかりませんが、その後死亡した

ということがありました。そういうことも事例に

挙げながら周知徹底していくことも必要ではない

か。学校で工夫する。予算だけかけていくことだ

けがいいかどうかという問題だと思います。よろ

しくお願いします。 

○教育長 よろしいですか。答弁があれば。 

  学校改築担当課長。 

○学校改築担当課長 おっしゃるように完全に防球

ネットだけで防げる施設ばかりではありませんの

で、担当課、それから学校とも相談して、注意喚
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起を含めてお知らせしていきたいと思います。 

○教育長 ありがとうございました。ほかにいかが

でしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

  それでは報告事項を終了させていただきます。 

  以上をもちまして、本年第５回足立区教育委員

会定例会を閉会させていただきます。ご苦労さま

でした。ありがとうございました。 

午後３時４８分閉会 
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